
会社法上の会社の種類と比較

合名会社 合資会社 合同会社

社員の責任と設立時の
最低社員構成（旧５５条
削除）

無限責任社員（１名以
上）：法人も社員資格有り
（５７６Ⅱ、５８０Ⅰ）

無限責任社員１名および直
接有限責任社員１名（法人
も無限責任社員になれる：
５７６Ⅲ、５８０）

間接有限責任社員（１名
以上：５７６Ⅳ５７８、５８０
Ⅱ、６０４Ⅲ）

間接有限責任社員＝株
主（１名以上：２５、１０４）

社員の出資
金銭その他の財産、労
務・信用の出資も可能

無限責任社員は合名会社
に同じ、有限責任社員は金
銭その他の財産出資に限
る（５７６Ⅰ⑥括弧書）

金銭等の財産に限る・全
額払込主義（５７６Ⅰ⑥括
弧書、５７８）

金銭出資が原則（一定の
要件のもとで現物出資も
可）・全額払込主義（２８、
３４、６３Ⅰ、２０８Ⅰ、Ⅱ）

会社代表

１人会社
社員の数が１名になるこ
とは解散事由とならない
（６４１④参照）

無限責任社員全員退社→
合同会社化：６３９Ⅱ
有限責任社員全員退社→
合名会社化：６３９Ⅰ

社員の数が１名になるこ
とは解散事由とならない
（６４１④参照）

社員の数が１名になるこ
とは解散事由とならない
（４７１参照）

合資会社・合同会社・株
式会社

合名会社・合同会社・株式
会社

合名会社・合資会社・株
式会社

合名会社・合資会社・合
同会社

業務執行社員・経営者の
責任

善管注意義務（３３０）・忠
実義務（３５５、４１９Ⅱ）、
第三者責任（４２９）、代表
訴訟（８４７）、責任制限
（４２５～４２８）

下限額の制限がなく、１円からでも設立可能

持分会社間の会社の区分の変更は定款変更（６３８）、組織変更は株式会社と持分会社間の変更（７４３以下
等）

原則として、業務執行社員全員が代表（定款または互選により会社を代表する社
員を定めることができる（５９９）

（代表）取締役（３４８，３４
９）：　取締役会+代表取
締役（３６２、３６３）：　委
員会設置会社＝取締役
会+（代表）執行役（４０２、
４１５、４１６、４１８、４２０）

設立時の最低資本金

原則として社員全員に（有
限責任社員にも）：定款自
治（５９０、５９１）

原則として社員全員に：定
款自治（５９０、５９１）業務執行権

合名会社・合資会社・合同会社（LLC)に対する規律の統一（持分会社）
株式会社

原則として社員全員に：
定款自治による自由設計
可能（組合的）（５９０、５９
１）

会社に対して善管注意義務および忠実義務（５９３Ⅰ、Ⅱ）、持分会社の第三者責
任（６０１）、業務を執行する有限責任社員の第三者責任（６０１）、（代表訴訟と同
様の措置：６０２）：対会社責任の減免規定なし

組織変更・定款変更



会社法上の会社の種類と比較

取締役の選任 原則１名以上（別表参照）

取締役会の設置 原則任意（別表参照）

監査役 原則任意（別表参照）

出資の払戻し 不可

社員の持分譲渡（投下資
本回収方法）

原則自由（１２７）
定款で会社の承認を要す
る旨の定めを置くことが可
能（譲渡制限会社）→
個々の種類株式ごとに譲
渡制限の有無・内容を定
めることができる（２条１７
号）

強い 強い 弱い

物的会社

課税方式

人的・物的会社（ハイブ
リッド）

不要

任意退社（６０６）

社員の入社、持分の（全部または一部）譲渡、会社成立後の定款変更について
は、原則として、総社員の同意を要する：業務を執行しない有限責任社員の持分
の全部または一部譲渡は、業務を執行する社員全員の承諾があればよい（この
場合に定款変更を生ずる場合、業務執行社員全員の同意で定款変更できる。
（585条以下）：定款自治

有限責任事業組合契約
（ＬＬＰ）

社員（出資者）相互の関
係 人的会社

業務執行者１名以上（取締役という名称はない）

不要

法人課税+出資者が受け取った利益への課税

民法の組合契約の特則：法人格なし、出資者の責任は有限、複数の出資者が業務執行に関与することが前
提。課税方式は構成員課税（パススルー課税と呼ばれる）。



株式会社の機関設計

大会社：２-⑥
会計監査人（義務：３２８） 会計監査人（任意設置） 会計監査人不設置

公開会社でな
い株式会社

取締役会不設置Ａ類型（譲渡制限大会社①）Ｂ類型（譲渡制限中小会社①） Ｃ類型（譲渡制限中小会社②）

監査役（義務：３２７Ⅲ） 監査役（義務：３２７Ⅲ）
監査役（任意：３２６Ⅱ）：会計監
査に限定することができる（３８
９Ⅰ）

会計参与（任意：３２６Ⅱ） 会計参与（任意:３２６Ⅱ） 会計参与（任意:３２６Ⅱ）

Ｄ類型（譲渡制限大会社②）Ｅ類型（譲渡制限中小会社③） Ｆ類型（譲渡制限中小会社④）

監査役（義務：３２７ⅡⅢ） 監査役（義務：３２７ⅡⅢ） 会計参与（任意：３２６Ⅱ）

監査役会（社外監査役半数
以上、常勤監査役）：任意
（３２６Ⅱ、３３５Ⅲ、３９０Ⅱ
②Ⅲ）

監査役会（社外監査役半数
以上、常勤監査役）：任意

監査役（会計参与を置かない
場合は義務：３２７Ⅱ）：会計監
査に限定することができる（３８
９Ⅰ）

委員会（委員会設置会社） 委員会（委員会設置会社）
監査役会（社外監査役半数以
上、常勤監査役）：任意

Ｇ類型（公開大会社） Ｈ類型（公開中小会社①） Ｉ類型（公開中小会社②）

監査役（委員会設置会社以
外は義務：３２７Ⅱ）

監査役（義務：３２７Ⅱ）

監査役会（社外監査役半数
以上、常勤監査役）：任意

監査役会（社外監査役半数以
上、常勤監査役）：任意

委員会（委員会設置会社） 委員会（委員会設置会社）

会計参与はＡ～Ｉすべての会社類型において任意に設置可能。Ｆ類型では会計参与を設置すれば監査役・
監査役会を設置しないことができる。委員会設置会社は監査役（会）は設置不可（３２７Ⅳ）

取締役（強制：
３２６Ⅰ）（１名
以上）

・取締役会設置
（義務：３２７Ⅰ
①）
・取締役は３名
以上（３３１Ⅳ）

・取締役会設置
（任意：３２６Ⅱ）
・取締役は３名
以上（３３１Ⅳ）

監査役会（社外監査役半数
以上、常勤監査役）：委員会
設置会社以外は義務（３２８
Ⅰ）

Ｃ類型、Ｆ類型で監査役を設置した場合、定款で監査役の権限を会計監査に限定することもできる（３８９Ⅰ）。

備考

⇒株式譲渡制
限株式会社
（すべての株式
が譲渡制限株
式である株式
会社）

（上場会社とい
う意味ではな
く、株式譲渡制
限株式会社以
外の会社の
意）

公開会社：２条
５号

大会社以外株主総会はすべての株式会社で必
要的機関
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